
[平成26年４月　様式２]

特定個人情報保護評価書（基礎項目評価書）

評価書番号  評価書名

2 むかわ町　地方税関連事務　評価書

 個人のプライバシー等の権利利益の保護の宣言

むかわ町は、地方税関連事務における特定個人情報ファイルの取扱いにあ
たり、特定個人情報ファイルの取扱いが個人のプライバシー等の権利利益
に影響を及ぼしかねないことを認識し、特定個人情報の漏えいその他の事
態を発生させるリスクを軽減させるために適切な措置を講じ、もって個人の
プライバシー等の権利利益の保護に取り組んでいることを宣言する。

 公表日

  平成27年4月15日

特記事項

 評価実施機関名

北海道むかわ町長



2) 実施しない]

 ②法令上の根拠

・別表第二における情報照会
番号法第１９条第７項　別表第二項番２７、２８、４２
・別表第二における情報提供
番号法第１９条第７項　別表第二項番１、２、３、４、６、８、９、１０、１１、１６、１８、２３、２６、２７、２８、２
９、３１、３４、３５、３７、３９、４０、４２、４８、５４、５７、５８、５９、６１、６２、６３、６５、６６、６７、７０、７１、７
４、８０、８４、８７、９１、９２、９３、９４、９７、１０１、１０２、１０３、１０６、１０７、１０８、１１３、１１４、１１５、１
１６、１１７、１２０

 ２．特定個人情報ファイル名

1) 実施する

個人住民税情報ファイル、軽自動車税情報ファイル、固定資産税情報ファイル、国民健康保険税情報ファイル、収納情報ファイル、宛名
情報ファイル、滞納情報ファイル、法人町民税情報ファイル

 ３．個人番号の利用

 ４．情報提供ネットワークシステムによる情報連携

 法令上の根拠 番号法第九条第一項　別表第一項番１６

 ①実施の有無

＜選択肢＞

3) 未定

実施する[

Ⅰ　関連情報
 １．特定個人情報ファイルを取り扱う事務

 ①事務の名称 地方税関連事務

 ③システムの名称
住民税システム、軽自動車税システム、固定資産税システム、国民健康保険税システム、収納管理シス
テム、宛名管理システム、確定申告システム、エルタックスシステム、歳入管理システム、中間サーバー

（概要）
地方税法その他の地方税に関する法律及び町税条例に基づき、納税者からの申告又は調査等により
課税し徴収する。また、納付額が課税額より多い場合は超過額を還付、納税者からの納付がない場合
や納付額が課税額より少ない場合は督促を行った後、滞納整理を行う。納税者からの申請に基づき、税
情報から課税証明書、所得証明書等を発行する。
（特定個人情報ファイルを取り扱う事務）
１．納税者からの申告情報、届出及び調査等による課税管理事務（個人町民税、軽自動車税、固定資
産税、国民健康保険税）
２．収納及び課税の情報による収納、還付、充当等を行う収納管理事務
３．滞納者情報による督促状等送付や滞納整理を行う滞納管理事務
４．納税者の宛名情報の特定や突合を行う統合宛名管理事務

（事務処理のながれ）
地方税法その他の地方税に関する法律及び町税条例に基づく町税の賦課徴収に関する事務であって、
主務省令に定めるもの。
①納税者から提出される申告書等を受け付け、確認を行う。
②納税者からの情報により、減免設定等の確認を行う。
③番号法別表第二に基づき、情報提供ネットワークシステムと連携し、情報の照会及び提供する。
④必要に応じて納税者や申告書等の内容を調査する。
⑤②及び③により決定した減免申請について、納税者に減免決定通知書を送付する。
⑥①～④により課税した内容について納税者に納税通知書を送付する。
⑦納税者が納付書により納付したことについて、金融機関からの領収済通知書により確認する。
⑧納付額が課税額より多い場合は超過額を還付のうえ、納税者に還付通知書を送付する。
⑨納税者からの納税証明書交付申請書を受付け、確認を行う。
⑩⑨に係る納税証明書を発行する。
⑪賦課情報に基づき、申請に応じて課税・所得・評価等の証明書を発行する。
⑫納税者からの納付が無い場合や納付額が課税額より少ない場合は、納税者に督促状を送付する。
⑬督促した納税者から納付が無い場合や納付額が課税額より少ない場合は、滞納整理を行う。

 ②事務の概要



総務企画課　北海道勇払郡むかわ町美幸２丁目８８番地

 ８．特定個人情報ファイルの取扱いに関する問合せ

 連絡先 総務企画課　北海道勇払郡むかわ町美幸２丁目８８番地

 特定個人情報ファイル取扱者数は500人以上か ＜選択肢＞

＜選択肢＞

2) 1,000人以上1万人未満
3) 1万人以上10万人未満

1) 1,000人未満（任意実施）

 評価対象の事務の対象人数は何人か

Ⅱ　しきい値判断項目

[

 １．対象人数

4) 10万人以上30万人未満
5) 30万人以上

1) 500人以上 2) 500人未満]

]1,000人以上1万人未満

 ７．特定個人情報の開示・訂正・利用停止請求

 請求先

 ６．他の評価実施機関

 ５．評価実施機関における担当部署

町民生活課

町民生活課長

 ①部署

 ②所属長

 しきい値判断結果

Ⅲ　しきい値判断結果

基礎項目評価の実施が義務付けられる

 いつ時点の計数か 平成27年4月1日 時点

 ３．重大事故

 過去１年以内に、評価実施機関において特定個人
情報に関する重大事故が発生したか

[ 発生なし 2) 発生なし1) 発生あり] ＜選択肢＞

平成27年4月1日 時点

 ２．取扱者数

 いつ時点の計数か

500人未満[



変更箇所
変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明


